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トレンド・リポート

●
は
じ
め
に

　

二
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
ロ
シ
ア
連
邦

（Российская

 Федерация

）
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
、

高
止
ま
り
し
た
原
油
価
格
や
金
融
市
場
の
発
展
等

に
支
え
ら
れ
、
毎
年
五
～
七
％
の
順
調
な
成
長
を

続
け
て
い
る
。
二
〇
〇
六
年
に
は
、
ロ
シ
ア
の
名

目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
ブ
ラ
ジ
ル
に
次
ぐ
世
界
第
一
一
位
と

な
っ
て
お
り
、
Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
ｓ
と
い
う
言
葉
を
生
み

出
し
た
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
・
サ
ッ
ク
ス
の
レ
ポ
ー
ト

（
参
考
文
献
①
）
で
は
、
二
〇
五
〇
年
の
ロ
シ
ア

は
ド
イ
ツ
・
イ
ギ
リ
ス
を
追
い
抜
き
日
本
に
迫
る

世
界
第
六
位
の
経
済
規
模
に
達
す
る
と
予
測
さ
れ

て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
経
済
的
重
要
性
を
益
々
高
め
つ
つ

あ
り
、
か
つ
日
本
の
隣
国
で
も
あ
る
ロ
シ
ア
連
邦

政
府
に
お
け
る
歳
入
構
造
の
最
近
の
動
向
に
つ
い

て
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
（
国
際
通
貨
基
金
）
の
年
次
報
告
書

な
ど
を
元
に
概
観
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

●
マ
ク
ロ
経
済

　

二
〇
〇
六
年
一
一
月
に
発
表
さ
れ
た
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

（
経
済
協
力
開
発
機
構
）
に
よ
る
ロ
シ
ア
経
済
に

関
す
る
レ
ポ
ー
ト
（
参
考
文
献
②
）
は
、
順
調
な

実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
と
落
ち
着
き
つ
つ
あ
る
イ
ン
フ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
指
摘
し
、
好
調
な
経
済
を
印
象
付

け
て
い
る
。

　

当
該
レ
ポ
ー
ト
は
、
一
九
九
九
～
二
〇
〇
五
年

の
平
均
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
を
六・
七
％
と
し
、

当
初
の
成
長
は
一
九
九
八
年
の
金
融
危
機
か
ら
の

回
復
過
程
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
の
、
近
年

の
成
長
は
高
レ
ヴ
ェ
ル
の
貿
易
黒
字
と
そ
れ
に
付

随
す
る
内
需
の
拡
大
に
起
因
す
る
と
し
て
い
る
。

　

一
方
、
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
に
公
表
さ
れ
た
Ｉ

Ｍ
Ｆ
と
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
と
の
年
次
協
議
で
あ
る

二
〇
〇
七
年
第
四
条
協
議
報
告
書（
参
考
文
献
③
）

で
は
、
同
国
の
マ
ク
ロ
経
済
の
順
調
な
成
長
の
鍵

と
し
て
、「
高
い
原
油
価
格
」、「
依
然
と
し
て
大

き
い
成
長
余
力
」
及
び
「
健
全
な
財
政
政
策
」
の

三
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

高
い
原
油
価
格
が
も
た
ら
す
貿
易
黒
字
や
小

売
・
建
設
な
ど
の
内
需
を
中
心
と
し
た
成
長
力
の

あ
る
分
野
へ
の
資
源
配
分
が
生
産
性
・
所
得
・
消

費
の
向
上
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
う
点
は
、
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
と
Ｉ
Ｍ
Ｆ
が
等
し
く
認
識
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
そ
れ
に
加
え
、
原
油
収
入

に
課
税
し
基
金
と
し
て
引
き
当
て
る
政
策
が
経
済

の
過
熱
を
抑
え
、
持
続
的
な
成
長
を
可
能
に
し
て

い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

●
政
府
歳
入
の
構
造

　

前
述
し
た
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
二
〇
〇
七
年
第
四
条
協
議

報
告
書
に
よ
れ
ば
、
一
般
政
府
税
収
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比

は
、
二
〇
〇
四
年
に
お
い
て
三
四・
一
％
、

二
〇
〇
五
年
に
は
三
七・
六
％
と
さ
れ
て
い
る
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
三
〇
カ
国
に
お
け
る
税
収
の
Ｇ

Ｄ
Ｐ
比
の
平
均
（
参
考
文
献
④
）
は
二
〇
〇
四
年

に
三
五・五
％
、
二
〇
〇
五
年
に
三
六・二
％
で
あ

る
こ
と
と
比
べ
て
も
、
概
ね
平
均
的
な
水
準
で
あ

る
と
い
え
る
。

　

税
収
の
内
訳
を
見
て
行
き
た
い
。
表
１
に
よ
る

と
、
個
別
の
税
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
で
割
合
の
大
き

い
も
の
は
、
法
人
所
得
税
・
付
加
価
値
税(

Ｖ
Ａ

Ｔ)

・
輸
出
入
関
税
（Custom

 tariffs

）
の
三

つ
で
あ
る
。
二
〇
〇
五
年
に
お
け
る
法
人
所
得
税

の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
平
均
は

三・七
％
、
個
人
所
得
税
の
そ
れ
は
九・二
％
で
あ

る
。
二
〇
〇
五
年
の
ロ
シ
ア
に
お
け
る
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比

は
、
法
人
所
得
に
つ
い
て
六・
二
％
、
個
人
所
得

税
は
三・
三
％
で
あ
り
、
個
人
所
得
税
よ
り
も
法

人
所
得
税
に
重
点
を
置
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

お
そ
ら
く
石
油
・
天
然
ガ
ス
を
含
む
エ
ネ
ル
ギ
ー

ロ
シ
ア
連
邦
政
府
に
お
け
る
歳
入
構
造

荒
木　

知
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Ｆ
は
、
二
〇
〇
七
年
以
降
の
原
油
価
格
の
安
定
化

を
見
越
し
て
か
、
石
油
関
連
収
入
の
割
合
は

三
〇
％
弱
で
推
移
す
る
と
予
測
し
て
い
る
。

●
財
政
安
定
化
基
金

　

こ
こ
で
純
粋
な
歳
入
面
か
ら
一
旦
離
れ
、
ロ
シ

ア
財
政
の
特
色
を
一
つ
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
先

に
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
が
ロ
シ
ア
政
府
の
健
全
な
財
政
政
策

に
一
定
の
評
価
を
与
え
て
い
る
と
述
べ
た
。
こ
れ

は
、
財
政
を
安
定
化
さ
せ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
、

政
府
が
二
〇
〇
四
年
に
ロ
シ
ア
連
邦
安
定
化
基
金

（Стабилизационный

 фонд

 Российской

 

Федерации

）
を
発
足
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

ロ
シ
ア
政
府
の
歳
入
が
石
油
関
係
収
入
に
多
く

依
存
し
て
い
る
こ
と
は
、
前
節
で
指
摘
し
た
。
い

う
ま
で
も
な
く
、
原
油
の
国
際
市
場
価
格
は
日
々

変
動
し
て
お
り
、
原
油
価
格
が
上
昇
基
調
に
あ
る

現
在
は
政
府
歳
入
も
好
調
で
あ
る
が
、
原
油
価
格

が
下
落
局
面
に
入
れ
ば
大
幅
な
歳
入
減
を
も
た
ら

し
、
国
内
経
済
を
混
乱
さ
せ
る
要
因
と
も
な
り
か

ね
な
い
。

　

そ
こ
で
政
府
は
、
原
油
価
格
が
一
定
値

（
二
〇
〇
六
年
以
降
、
二
七
米
ド
ル
／
バ
レ
ル
）

を
超
え
た
場
合
に
は
、
石
油
に
か
か
る
輸
出
関
税

及
び
資
源
採
掘
税
収
入
の
一
部
（
原
油
価
格
の
変

動
に
よ
る
増
収
の
約
八
五
％
）
を
積
み
立
て
る
た

め
の
安
定
化
基
金
を
設
立
し
た
。
安
定
化
基
金
は

将
来
の
原
油
価
格
の
低
下
に
よ
っ
て
生
じ
る
歳
入

欠
損
の
補
填
を
一
義
的
な
目
的
と
す
る
が
、
そ
の

他
に
も
、
政
府
歳
出
の
膨
張
に
よ
る
流
動
性
の
供

給
過
剰
や
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
圧
力
を
軽
減
し
、

関
係
企
業
か
ら
の
法
人
税
収
が
多
い
も
の
と
推
測

さ
れ
る
。

　

な
お
、
ロ
シ
ア
の
個
人
所
得
税
率
は
、

二
〇
〇
一
年
ま
で
は
最
高
税
率
三
〇
％
の
三
段
階

累
進
税
率
を
採
用
し
て
い
た
が
、
税
制
の
簡
素
化

及
び
納
税
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
向
上
を
目
的
と

し
て
、
一
律
一
三
％
の
単
一
税
率
に
改
め
ら
れ
て

い
る
。
法
人
税
率
の
標
準
税
率
は
二
〇
〇
二
年
以

降
二
四
％
と
な
っ
て
い
る
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
代
表
的
な
税
で
あ
る
Ｖ

Ａ
Ｔ
に
つ
い
て
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
の
一
般
消

費
税
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
六・
九
％
（
二
〇
〇
五
年
）

で
あ
り
、
ロ
シ
ア
の
数
値
（
六・
八
％
、
同
年
）

も
ほ
ぼ
同
水
準
で
あ
る
。

　

他
方
、
ロ
シ
ア
で
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
七・
五
％

（
二
〇
〇
五
年
）
も
の
割
合
を
占
め
、
主
要
財
源

の
一
つ
で
あ
る
輸
出
入
関
税
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国

平
均
は
〇・一
五
％（
同
年
）に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、

石
油
な
ど
の
天
然
資
源
採
掘
量
に
対
し
て
課
税
し

て
い
る
（
従
量
税
）
資
源
採
掘
税
の
明
確
な
国
際

比
較
は
難
し
い
も
の
の
、
他
国
と
比
べ
て
も
そ
の

割
合
は
格
段
に
大
き
い
と
思
わ
れ
、
ロ
シ
ア
税
制

の
特
色
の
一
つ
と
い
え
る
。　
　

　

最
後
に
、
ロ
シ
ア
政
府
の
歳
入
構
成
に
見
る
最

大
の
特
徴
は
、
石
油
関
係
収
入
の
総
歳
入
に
占
め

る
割
合
の
大
き
さ
で
あ
る
。
石
油
関
係
収
入
と
は
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
関
係
企
業
へ
の
法
人
所
得
税
、
石
油

輸
出
関
税
や
資
源
採
掘
税
な
ど
の
関
連
税
収
入
を

指
す
。
年
度
に
よ
っ
て
変
動
は
あ
る
も
の
の
、

二
〇
〇
五
年
と
二
〇
〇
六
年
で
は
総
歳
入
の

三
二
％
を
石
油
関
連
収
入
が
占
め
て
い
る
。
Ｉ
Ｍ

表１　一般政府における税収GDP比� （％）

2004 2005 2006 2007（予測） 2008（予測）
総歳入 36.6 39.7 39.7 36.5 34.6
（内石油関係収入） 7.8 12.7 12.8 10.2 9.4
総税収 34.1 37.6 36.9 34.1 32.2
　法人所得税 5.1 6.2 6.2 6.2 6.2
　個人所得税 3.4 3.3 3.5 3.5 3.5
　付加価値税 6.3 6.8 5.6 7.3 6.3
　個別物品税 1.4 1.2 1.0 1.0 1.0
　輸出入関税 5.0 7.5 8.4 6.9 6.4
　資源採掘税 3.4 4.5 4.7 3.9 3.8
　社会保障税 7.3 5.4 4.1 3.3 3.2
　その他 2.1 2.7 3.4 2.0 1.8
税外収入 2.5 2.1 2.8 2.4 2.4

（出所）IMF.

ロシア連邦政府における歳入構造
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天
然
資
源
価
格
の
急
激
な
変
動
が
国
内
経
済
へ
与

え
る
影
響
を
抑
え
る
役
割
を
果
た
す
と
さ
れ
て
い

る
。

　

ロ
シ
ア
財
務
省
（М

инистерство
 Финан-

сов

）
の
発
表
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
八
年
一
月
時

点
の
安
定
化
基
金
の
残
額
は
一
五
六
八
億
米
ド
ル

（
三
兆
八
四
九
一
億
ル
ー
ブ
ル
）
に
達
し
て
い
る

と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
一
二・
五
％

も
の
水
準
で
あ
る
（
図
１
）。
二
〇
〇
五
年
以
降
、

基
金
か
ら
一
部
の
資
金
が
拠
出
さ
れ
、
パ
リ
ク
ラ

ブ
（
主
要
債
権
国
会
議
）
メ
ン
バ
ー
国
へ
の
債
務

支
払
等
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。

●
税
制
の
課
題

　

そ
れ
で
は
、
現
在
の
ロ
シ
ア
税
制
は
ど
の
よ
う

な
課
題
を
抱
え
て
お
り
、
ど
の
よ
う
な
方
向
に
向

か
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

二
〇
〇
六
年
一
二
月
に
発
表
さ
れ
た
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の

二
〇
〇
六
年
第
四
条
協
議
報
告
書（
参
考
文
献
⑤
）

は
、
好
調
な
貿
易
黒
字
の
持
続
に
基
づ
く
中
期
的

な
歳
入
増
と
減
税
余
地
が
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、

非
石
油
部
分
の
財
政
赤
字
（non-oil deficit

）

の
さ
ら
な
る
増
加
が
原
油
価
格
の
将
来
の
急
落
に

対
応
で
き
な
く
な
る
リ
ス
ク
を
指
摘
し
、
懸
念
を

表
明
し
た
。
実
際
、
二
〇
〇
六
年
の
連
邦
政
府
財

政
収
支
黒
字
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
七・
四
％
で
あ
っ
た
が
、

石
油
関
連
歳
入
を
除
い
た
非
石
油
収
支
で
は
Ｇ
Ｄ

Ｐ
比
三・八
％
の
赤
字
と
な
っ
て
い
る
。

　

個
別
の
税
に
関
し
て
は
、
ま
ず
、
資
源
採
掘
税

が
挙
げ
ら
れ
る
。
ロ
シ
ア
の
資
源
採
掘
税
は
、
利

益
に
対
し
て
で
は
な
く
採
掘
量
に
対
し
て
課
税
さ

れ
る
従
量
税
（
例
え
ば
、
原
油
一
ト
ン
当
た
り

四
一
九
ル
ー
ブ
ル
、
二
〇
〇
七
年
）
で
あ
り
、
こ

れ
が
新
た
な
投
資
の
障
害
に
な
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
、
と
の
見
方
が
ロ
シ
ア
国
内
に
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
二
〇
〇
七
年
よ
り
投
資
促
進
措
置
と

し
て
、
東
部
シ
ベ
リ
ア
の
油
田
に
対
し
て
最
長

一
五
年
間
の
資
源
採
掘
税
免
除
措
置
が
導
入
さ
れ
、

ま
た
、
枯
渇
率
が
八
〇
％
以
上
の
油
田
に
対
し
て

は
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
政
策
に

つ
い
て
Ｉ
Ｍ
Ｆ
ス
タ
ッ
フ
は
、
複
雑
な
免
除
・
軽

減
措
置
が
公
平
・
適
切
な
税
務
行
政
執
行
を
損
な

う
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
Ｖ
Ａ
Ｔ
に
関
し
て
二
〇
〇
六
年
報
告
書
は
、
現

在
一
八
％
で
あ
る
基
本
税
率
引
き
下
げ
へ
の
強
い

要
望
が
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
改
革
は
延
期
さ
れ

た
。
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
選
挙
を
控
え
、
基
本

税
率
引
き
下
げ
を
埋
め
合
わ
せ
る
た
め
の
軽
減
税

率
や
免
除
措
置
の
適
用
範
囲
の
縮
小
に
は
、
政
治

的
サ
ポ
ー
ト
が
得
ら
れ
に
く
い
で
あ
ろ
う
と
の
判

断
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
ス
タ
ッ
フ

は
、
Ｖ
Ａ
Ｔ
が
ロ
シ
ア
の
税
目
の
中
で
も
経
済
活

動
に
対
し
て
中
立
的
な
税
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、

二
〇
〇
五
年
の
社
会
保
障
税
減
税
が
期
待
さ
れ
た

よ
う
な
税
逃
れ
減
少
に
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
例
を

挙
げ
、
税
率
引
き
下
げ
の
延
期
決
定
を
歓
迎
し
て

い
る
。

　

他
方
、
税
務
行
政
、
す
な
わ
ち
税
務
当
局
に
よ

る
徴
税
実
務
に
も
課
題
が
あ
る
模
様
で
あ
る
。
か

つ
て
世
界
の
石
油
生
産
量
の
約
二
％
を
占
め
、
世

界
最
大
級
の
非
国
営
石
油
会
社
で
あ
っ
た
石
油
会

社
ユ
コ
ス
（
Ю
К
О
С
）
は
、
連
邦
税
務
当
局
に

よ
り
法
人
税
を
優
遇
す
る
ロ
シ
ア
国
内
の
タ
ッ
ク

ス
・
ヘ
イ
ヴ
ン
を
濫
用
し
た
と
判
断
さ
れ
た
結
果
、

二
〇
〇
四
年
に
総
額
二
七
八
億
米
ド
ル

（
七
七
八
二
億
ル
ー
ブ
ル
）
も
の
追
徴
課
税
を
受

け
た
た
め
（
参
考
文
献
⑥
）、
二
〇
〇
六
年
に
破

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000
（億ルーブル）

2004.1 2005.1 2006.1 2006.8 2007.1 2007.8 2008.1

累積額

図１　安定化基金累積額の推移

（出所）ロシア財務省。
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綻
し
て
い
る
。
ユ
コ
ス
事
件
を
分
析
し
て
い
る
米

国
の
弁
護
士Peter Clatesm

an

な
ど
一
部
に

は
、
ロ
シ
ア
税
務
行
政
に
は
税
法
の
適
用
が
必
ず

し
も
一
律
で
は
な
く
、
執
行
の
抜
け
穴
（en-

forcem
ent loophole

）
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
、
と
の
声
も
あ
る
（
参
考
文
献
⑦
）。

●
ま
と
め

　

ロ
シ
ア
の
政
府
歳
入
の
特
色
は
、
既
に
み
た
よ

う
に
歳
入
の
約
三
割
を
石
油
関
係
収
入
が
占
め
て

い
る
と
い
う
点
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
原
油
価

格
動
向
へ
の
対
処
が
ロ
シ
ア
財
政
運
営
の
要
と
い

え
る
。

　
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
二
〇
〇
七
年
第
四
条
協
議
報
告
書
で

は
、
ロ
シ
ア
財
政
に
つ
い
て
歳
入
面
よ
り
も
歳
出

政
策
に
紙
幅
を
割
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
石
油

関
係
税
収
を
安
定
化
基
金
に
積
み
立
て
る
施
策
が

安
定
し
た
経
済
成
長
に
寄
与
し
て
い
る
点
を
評
価

し
つ
つ
も
、
今
後
の
数
年
間
に
、
ロ
シ
ア
政
府
が

石
油
関
係
増
収
分
を
利
用
し
た
歳
出
拡
大
を
計
画

し
て
い
る
こ
と
に
懸
念
を
表
明
し
て
い
る
。

　

Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
、
原
油
価
格
（
ロ
シ
ア
・
ウ
ラ
ル
）

を
二
〇
〇
六
年
と
同
レ
ベ
ル
の
六
一
米
ド
ル
／
バ

レ
ル
と
仮
定
し
て
政
府
が
歳
出
計
画
を
実
施
し
た

場
合
、
連
邦
政
府
の
非
石
油
収
支
赤
字
は

二
〇
〇
六
年
の
三・
八
％
か
ら
二
〇
〇
九
年
に
は

七
％
へ
と
拡
大
し
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
及
び

ル
ー
ブ
ル
の
切
り
上
げ
圧
力
を
増
す
お
そ
れ
が
あ

る
と
し
て
い
る
。
現
実
に
は
、
二
〇
〇
八
年
初
頭

の
原
油
先
物
価
格
は
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
問
題

に
端
を
発
し
た
商
品
市
場
へ
の
資
金
流
入
を
反
映

し
て
か
一
〇
〇
米
ド
ル
／
バ
レ
ル
近
く
に
高
騰
し

て
お
り
、
ロ
シ
ア
財
政
収
支
の
見
通
し
は
今
後
の

原
油
価
格
の
推
移
に
左
右
さ
れ
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
石
油
価
格
動
向
に
依
存
し
た
財
政

を
補
強
す
る
施
策
と
し
て
は
、
安
定
化
基
金
の
運

用
以
外
に
税
源
の
多
角
化
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
が
、

Ｉ
Ｍ
Ｆ
か
ら
は
二
〇
〇
六
年
第
四
条
協
議
報
告
書

で
Ｖ
Ａ
Ｔ
減
税
に
疑
問
を
呈
し
た
他
に
、
税
制
改

革
に
つ
い
て
具
体
的
な
提
言
は
行
な
わ
れ
て
い
な

い
。

　

た
だ
し
、
ロ
シ
ア
の
税
制
は
着
実
に
変
化
を
遂

げ
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
、
財
務
省
は
二
〇
〇
七

年
に
、
企
業
の
国
際
取
引
や
親
子
会
社
間
取
引
へ

の
課
税
ル
ー
ル
で
あ
る
移
転
価
格
税
制
（trans-

fer pricing rules

）
に
つ
い
て
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
な

ど
で
議
論
さ
れ
て
い
る
国
際
的
な
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

に
よ
り
近
づ
け
る
改
正
案
を
公
表
し
て
い
る
（
参

考
文
献
⑧
）。
ま
た
、
海
外
子
会
社
か
ら
ロ
シ
ア

国
内
の
親
会
社
へ
の
配
当
支
払
の
免
税
制
度
の

二
〇
〇
八
年
か
ら
の
導
入
に
際
し
て
は
、
当
該
免

税
制
度
の
適
用
対
象
外
と
な
る
低
税
率
あ
る
い
は

情
報
交
換
を
行
な
わ
な
い
国
と
し
て
、
ア
ン
ド
ラ
、

リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
モ
ナ
コ
な
ど
三
二
カ
国

の
い
わ
ゆ
る
「
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
を
定
め
て
い

る
（
参
考
文
献
⑨
）。
長
期
的
に
は
、
税
収
構
造

全
体
の
改
革
が
政
府
内
で
議
論
さ
れ
る
可
能
性
も

十
分
に
考
え
ら
れ
る
た
め
、
石
油
関
係
税
目
の
み

な
ら
ず
、
そ
の
他
の
税
制
も
含
め
た
広
い
視
点
か

ら
注
視
し
て
行
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
あ
ら
き　

さ
と
る
／
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
租
税
政
策

セ
ン
タ
ー
）
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ロシア連邦政府における歳入構造


